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このことについて別添（写）のとおり、文部科学省初等中等教育局長から通知がありまし

た。 

つきましては、各市町教育委員会において、携帯電話の取扱いに関する方針等の検証・見

直しなどを通して、更なる指導の充実を図るとともに、貴管下の学校に対し周知願います。 

また、情報モラル教育については、情報モラル教育教材「ＳＮＳノート･ながさき」等を

活用し、各学校の実情に応じた取組の更なる充実についてもご指導願います。 

なお、県立学校については、令和元年７月２５日付３１教児支第１１４号「県立学校にお

ける携帯電話等の指導方針について（通知）」とあわせて適切に指導する旨、通知したこと

を申し添えます。 
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学校における携幣電話の取扱い等について (通知)

学校における携帯電話の取扱い等について、今般の「学校における携帯電話の取扱い等に関す

る有識者会議」における審議の結果を踏まえ、学校及び教育委員会の耳文組の基本とすべき事項を

お示ししていますので、関係各位におかれては御―読をお願いしまする

2文科初第 670号

令和 2年 7月 31日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長

各  祁  道  府  県  知  事

各 指 定 都 市 長

附属学校を置く各国立大学法人学長

附属学校を置く各公立大学法人学長

小中高等学校を設置する学校設置会社を

所轄する構造改革特別区域法第 12条

第1項の認定を受けた各地方公共団体の長

殿

文都科学省初等中等教育局長

瀧 本

学校における携帯電話の取扱い等について (通知)

児童生徒の学校における携帯電話の取扱いに関する方針等について

'ま

、「児童生徒

が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について (通知)J(平成20年
7月 2′5日 付け20文科初第49号初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知)

及び「学校における・携帯電話の取扱い等について (通知)」 (平成 21年 1月 30日

付け20文科初第 1156号初等中等教育局長通知)に より既に通知したところです

がヽ今般の「学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議Jにおける審議の

結果 (男U添 2参照)を F沓まえて、学校及び教育委員会の取組の基本とすべき事項を示

しましたので、貴職におかれては、下記の事項に十分ご留意の上、下関係部署、関係機

(印影印刷)
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関と連携しつつ、学校における携帯電話の取扱い、ll青報モラル教育の充実等について、

これまでの施策や方針の検証・見直しを行うなど、各地域の実情に応 じて更なる取組

の充実を図るようお願いします。

なお、都道府県・指定都市教育委員会にあつては所管の学校及び域内の市区町村教

育委員会等に対して、者焉道府県・指定都市にあつては所轄の学校法人及び私立学校に

対して、附属学校を置く国立大学法人及び附属学校を置く公立大学法人にあつては附

属学校に対して、構造改革特別区域法第 12条第 1項の認定を受けた地方公共団体に

あっては誌可した学校に対して、この趣旨について周知を図るとともに、適切な対応

がなされるよう御指導をお願いします。

記

1 学校における携帯電話の取‡及いについて

学校及び教育委員会においては、学校における携帯電話の取十及いに関して、各学

校や地域の実態を踏まえた上で、次に示す指針に沿って、基本的な指導方針を定め、

児童生徒及び保護者に周知するとともに、児童生徒へ指導を行うていくこと。

指導方針の作成及び実施に当たつては、あらかじめ児童生徒や保護者等に対し、

指導方針と併せて携帯電話の学校への持込みの問題点について周知を行うなど、学

校の取組に対する理解を得つつ、協力体制を構築すること。

(1)小学校

① 携帯電話は、学校における教育活動に直接必要のない物であることから、小

学校においては、学校八の児童の携帯電話の持込みについては、原則禁止とす

べきであること。

② 携帯電話を緊急の連絡手段とせ るゞを得ない場合その他やむを得ない事情

(例 えば、登下校時の児童の安全確保や遠距離通学、公共交通機関を利用した

通学のためなど)も想定されることから、そのような場合には、保護者から学

校長に対 して児童による携帯電話 (例えば、子供向け携帯電話やフィルタリン

グによる機能の制限を設けた携帯電話など)の学校入の持込みの許可を申請 さ

せるなど、例外的に持込みを認めることも考えられること。このような場合に

は、校内での使用を禁止 したり、登校後に学校で一時的に預か り下校時に返去,

したりするなど、学校での教育活動に支障がないよう配慮すること。



(2)中学校

① 携帯電話は、学校における教育活動に直接必要のない物であることから、中

学校においては、学校への生徒の携帯電話の持込みについては、原則禁止とす

べきであること。なお、その際、上記 (1)月 学ヽ校の②に示したように、個別

の状況に応じて、例外的に持込みを認めることも考えられること。あるいは、

学校又は教育委員会として持込みを認める場合には、下記 (2)の②に示すよ

うに、一定の条件のもとで持込みを認めるべきであること。

② 学校又は教育委員会として持込みを認める場合には、一定の条件として、学

校と生徒・保護者との間で以下の事項について合意がなされ、必要な環境の整

備や措置が講じられている場合に限つて、持込みを認めるべきであること。こ

のような場合には、校内で
1の

使用を禁上したり、登校後に学校で一時的に預か

り下校時に返去,したりするなど、学校での教育活動に支障がないよう西己慮する

こととまた、登下校時においても、マナー違反の増加等の トラブルが生じない

よう、家庭や地域と連携しつも、配慮することi     ´

(耐 生徒が自らを律することができるような′レールを、学校のほか、生徒や保

護者が主体的に考え、協力して作る機会を設けること

121 学校における管理方携や、紛失等の トラブルが発生した場合の責任の所在

が明T復にされていること

(3)フ ィルタリングが保護者の賣任のもとで適切に設定されていること

14)}尭帯電話の危険性や正しい使い方に関する指導が学校及び家庭において

適切に行われていること

(3)高等学校

① 携帯電話は、学校における教育活動に直接必要のない物であることから、授

業中の生徒による携帯電話の使用を染上したり、学校内での生徒による携帯電

話の使用を一律に業上したりするなど、学校及び地域の実態を踏まえ、学校で

の教育活動に支障が生じないよう校内における生徒の携帯電話の使用を制限

すべきであること。

② 学校が学校及び地域の実態を踏まえて生徒による携帯電話の学校への持込

みを禁止することも考えられること。

(4)特別支援学校
―

学校への児童生徒の携帯電話の持込みについては、各学校及び教育委員会におド

て、学校及び地域の実態を踏まえて判断すること。その際、学校での教育活動に支

障がないよう配慮すること。



(5)教育委員会

教育委員会においては、各学校における携帯電話の取扱いが適切になされるよ

う、上記 (1)か ら (4)までに関する基本的指導方針を定めて学校に封して示す

などして、所管の学校に対する指導を徹底すること。

2 学校における情報モラ″教育の取組について

携帯電話 ,ス マー トフォンやSNSが児童生徒にも急速に普及する中で、児童生

徒が、自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつとともに、犯罪被害を含

む危険を回避し、情報を正しく安全に利用できるようにするなど、学校における情

報モラル教育は極めて重要である。そのため、学習指導要領に基づき、文部科学省

や各種団体が作成している教材等を利用するなど、よリー層情報モラル教育の充実

に取り組むこと。

3 「ネット上のいじめど等に関する取組の徹底について

各学校及び教育委員会においては、「いじめ防止対策推進法」 (平成 25年法律

第 71号)及び「いじめの防止等のための基本的な方針J(平成 25年 10月 11
日文部科学大臣決定 最終改定平成 29年 3月 14日 )等を踏まえ、「ネット上のい

じめどを含むいじめ等に対する取組の更なる徹底を進めていくこと。

4 家庭や地域に対するl動 きかけについて

「ネット上のいじめ」等は学校外でも行われており、学校だけでなく、家庭や地

域における取組も重要である。携帯電話を児童生徒に持たせるかどうかについて

は、まずは保護者がその利便性や危険性について十分に理解した上で、各家庭にお

いて必要性を判断するとともに、
「
携帯電話を持たせる場合には、家庭で携帯電話利

用に関するループレづくりを行うなど、児童生徒の利用の状況を把握し、学校。家庭 t

地域が連携し、身近な大人が児童生徒を見守る体制づくりを行う必要があること。

学校及び教育委員会等は、児童生徒を「ネット上のいじめ」や犯罪被害から守る

ために、引き続き、保護者を始めとする関係者に対し、効果的な説明の機会を提え

て携帯電話等を通じた有害情報の危険性や対応策にういての啓発活動を積極的に

行い、家庭における携帯電話利用に関するアレールづくりやフィメレタヅングの利用促

進に努めること。.



○別添 1:学校における携帯電話の取扱い等の見直しについて (令和 2年 7月 )

(概要)

0別添 2:文都科学省「学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議」審議

のまとめ

【本件担当】:

文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導室

生徒指導企画係

電 話 :03-5253-4111(内 線 :3298)
FAX:03-6734-3735
匹う工‐mail i s― lidouOmext.蒼o,jp_ I           .



学校 :こおける携帯電話の取扱い等の見直しにつしれて (令和2年7月 )

(概要)

1_曽 婁

>近年、児童生徒への撓需電話の普及が進んでもヽるとともに、災書時や児童生徒湖巳罪に巻き込まれた時な息こ、携帯電話を緊急時の連絡

垂建として活用することへの期待が高まっている。

>これを踏まえ、文部科学省として有識者会議を設置し、平成21年に発出した通知 (X)の見直しに係る検討を行つた結果をもとに、整旗

における携帯電話の取扱い等峰つして、学校及び教育委員会等の取組における基本的な考え方を周知。
(※「学校における携需電話の取扱し尊 1こ

~つ
して (通知)」 (平成21年 1月 30国付け初等中等教育局長通剣))

別添 1

2.学校種我 の携帯電話の取扱い

(■ )小学校

○ 原則持込み禁止とし、個別の状況に応じて、や椛 得ない場合tよイタll外的に認める。 (※平成21年の通知と同じ)

(2)中学校

O原 貝」持込み禁止とし、個別の状況に応じて、やも`を得なt場合1ま例外的に認める。 (※平成21年の通知と同じ)

または

○                          位として持込みを認める。 (※令琴口2年の通知で追加 )

※ 学校と生徒 :保護者との間で以下の事項にうして合意がなされ、必要な環境の整備や措置が講じられていること。~但
)鐘征が自ら在篠することができるようなルールを、望旗のほか、生徒や保護董が主体的に孟丞 逸力して1乍る機会を設けること

121学校 (こおける

(司 フィルタリングが保護者の責任のもとで適切に設定されてもヽること

141 ヽ

(3)高等学校

○ 校内における使用を制限すべき。 (※平成21年の通知と同じ)

(4)特別支援学校

○ 各学後丞幽 育委員会 |こおいて型断。 (※令琴諷2年の通知でB月認)



月1,系 2

文部科学省「学校における携帯電話の取扱い等に関する有織者会議」審議のまとめ

1.学校における携帯電話の取扱い等に関する検討の経緯について

(1)これまでの学校における携帯電話の取扱い等について

児童生徒の学校における携帯電話の取扱い等については、従来、文部科学省として(

「学校における携帯電話の取扱い等について (通知)」 (平成 21年 1月 30日 付け20文

科初第 1156号文部科学省初等中等教育局長通知)(以下、「平成 21年通知どという。)

により、学校及び教育委員会の取組の基本とすべき事項を示しているところである。

具体的には、小・中学校での携帯電話の持込みの原則禁止、高等学校での校内におけ

る使用制限、学校における情報モラル教育の充実、「ネット上のいじめJ等に関する取

組の徹底等について周知を図つてきたところである。

(2)平成30年 6月 の大阪府北部地震の発生と大阪府教育庁での検討について

平成 30年 6月 に登下校時間帯に発生した大阪府北部地震を発端とし、大阪府教育庁
では、災害発生時や連れ去り・痴漢等の犯罪に巻き込まれた (あ るいは巻き込まれそう
な)際の緊急の連絡手段や犯罪の抑止力として、携帯電話の活用の検討が開始された。
検討の結果、登下校時に限り児童生徒が携帯電話を所持できるよう、「持ち込み禁止ど

の方針を「一部解除」することとされた。

(3)学校における携帯電話の取扱い等に関する文部科学省での検討について

近年の自然災害 (大阪府北部地震等)や犯罪の発生等を踏まえ、災害発生時や児童生

徒が犯罪に巻き込まれた時などに、携帯電話を緊急の連絡手段として活用することが期

待されている。この点、児童生徒への携帯電話の普及が進む状況等も['きまえた際、登下

校時の児童生徒の緊急時の連絡手段として 携ヽ帯電話を活用するという視点からの学校
における携帯電話の取扱い等についての検討が必要である。

このような状況を踏まえ、令和元年 5月 、省内に、「学校における携帯電話の取扱い

等に関する有識者会議」を立ち上げ、学校への携帯電話の持込みを認めている高等学校、

教育関係団体、保護者団体、携帯電話やインターネットの利用環境に関して専門的知見

を有する団体、児童生徒の健康面等に関して専F号 的知見を有する団体等からのヒアリン

グを行いつつ、学校における携帯電話の取扱い等について検討を行ってきた。
この度、本有識者会議は、これまで検討した結果を「審議のまとめ」として公表する。

(4)「携帯電話Jの範囲 B定義

今回の検討に当たって、「携帯電話」の範囲・定義については、学校への持込みを認め

る趣旨・目的に照らして検討することが適当である。このサ様については、大阪府教育庁
のガイ ドライン (『ノどヽ中学校における携帯電話の取扱いに関するガイ ドライン」)も踏ま

え、登下校中の緊急時の連絡手段として活用するという視点が第一に挙げられる。
またヽ 近年では、個人の情報端末を学校に持ち込み、教育活動に用いるBY6D(Brittg

1



Your Own Dehce)の取組が一部の学校で進みつつあるが、本有識者会議は、登下校時

の児童生徒の緊急時の連絡手段の確保等のために、携帯電話をどのように活用するかを

検討するものであり、教育活動を目的とした ICT機器の持込みについては、教育におけ

る ICTの利活用の在 り方との関連で検討されるべき事柄であることから、今般の議論の

対象からは外すこととした。

なお、教育における ICTの利活用については、学校や教育委員会において、その積極

的な利活用に向けた取組を進めていくことが望ましい。

これらを踏まえ、「携帯電話」の範囲・定義としては、①フィエチャーフォン (いわゆ

る「ガラケー」)、 ②スマ
=ト

フォン、③子供向け携帯電話 (基本的な通話・メ
=ル

機能

や GPS機能のみを搭載しているもの)と した。          、

また、携帯ゲ▼ム機や携帯音楽プレ‐ヤーについては、その主たる目的が娯楽であり、

連絡手段にあるとは考え難いことから、インターネット回線への接続の可否に関わらず、

「携帯電話」には含ゅないこととした。タブレット型端末については、インターネット

回線に接続でき、一部には電話機能を備えているものもあるが、その主たる目的が連絡

手段にあるとは考え難いことから、インターネット回線への接続の可否にFナ司わらず、「携

帯電話Jには含めないこととした。

2:学校における携帯電話の取扱い等に関する考え方について

(1)携帯電話を巡る社会環境の変化や、学校における携帯電話の位置付けについて

携帯電話について、技術の進歩に伴い、スマー トフォン等が誕生 したことで、社会

環境や児童生徒の状況が変化 しうつあることは事実である。一方、こうしたスマー ト

iフ ォンをはじめとする携帯電話の学校への持込みを無条件に認める場合、様々な トラ

ブル等が発生 し得ることも事実である。携帯電話が工 しく使用 されれば、児童生徒に

とって大きなメリットとなるが、間違らた使用がなされた場合、その負の影響は大き

い。特に、SNS(ノ ーシャルネ ットサービス)等を介 して不特定多数の者とつながるイ

ンターネットが使用可能なスマ▼ トフオンが普及 している状況を鑑みれば、平成 21

年通知の発出時と比較 して、F日日違つた使用がなされた場合の負の影響は、より大きく

なうていると考えられる。

一方、児童生徒への携帯電話の普及率の上昇 といつた社会環境の変化や、近年の自

然災害や犯罪の発生等を踏まえて携帯電話を登下校時の緊急時の連絡手段として活用

したいといつたニーパが保護者等を中心に存在することも事実である。児童生徒が学

校で活動 している間は、保護者 との連絡は学校が担 うものの、登下校時については、

児童生徒は、常に学校の管理・監督下にあるわけではないからである。

この点、仮に今後携帯電話の普及率が更に上昇することや、緊急時の連絡手段とし

ての二■ズが高まると予想 した場合、たとえ引き続き持込み禁止にしていても、学校

の許可なく持ち込まれる場合も考えられる。その場合、紛失や授業の妨げ等様々な ト

ラブルヘと発展 していくことが懸念される。

こうした状況を踏まえた場合、従来の持込みの原則禁上のほかに、持込みに伴 うト
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ラブルや課題を予め適切に把握し、各学校や教育委員会において必要な措置や体制が

整備される場合等に限り、登下校時の緊急時の連絡手段として、携帯電話の持込みを

認めるとする考え方もあり得る。

(2)学校への携帯電話の持込みを認める場合の留意事項について

一方、学校への携帯電話の持込みには、様々な トラブルや課題が指摘されるところ、

これらトラブルや課題への対策について、持込みを認める場合の留意事項として検討

した。                   .

(各種の トラブルや資経問題)

とアリング内容等をμ占ヽまえた場合、学校への携縛電話の持込みを認めることによる

トラブルや課題については、主に以下の通り分類することができる。

① 機器を持ち込むことにより直接発生じ得るトラブル

・紛失や盗難、:下皮損、取り違えてまたこれらに伴う費任の所在に係る問題

② 持ち込んだ機器を使用することにより発生し得るトラブル

・授業の妨げ、問題行動の助長 (ネ ットいじめ、盗撮等)、 マナ
=違

反の増加 (歩行

中における携帯篭語の使用等)

・上記 トラブルに対する指導等のための教員の負担

③ 持込みを認めることから派生する酵響

・児童生徒のインタ▼ネットヘの依存度の高まり

・携帯電話非所持者の新規購入に伴 う保護者等の経済的負担

・携帯電話所持者と非所持者の分断

(対策 )

上記 トラブルや課題への対応 として、とアジングによれば、以下の取組が挙げられ

た。

① ルールの設定や、責任の所在の明確化
tルールの設定に当たっては、学校や地域の実態を踏まえて、児童生徒や保護者が

何らかの形で議論に参加し、児童生徒 :保護者と学校との間の共通理解を図つた

上でルールを設定 。運用することが望ましい。
・責任の所在の明確化のため、保護者に持込みを認めるに当たっての留意事項や紛

失等の トラブルが発生した場合の責任の所在等について記載した同意書の提出

を求めることも考えられる。

指導体制の整備

・携帯電話の持込みを認めるに当たらてのルエルや、携帯電話の意義・危険性等に

ついて、予め、学校から児童生徒に対し十分に指導を行い、児童生徒の自覚を促

す必要がある。

・上記については、各家庭においても同様に児童生徒へめ適切な指導やルール作り

が行われるよう、保護者にも協力を求める必要がある。  :
3
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③ 保管方法について

・児童生徒自身が鞄に入れて保管する、鍵付きのロンカ~に入れて保管する、移動

教室の際は教室を施鑓して保管する、学校が回収して一つの鞄に入れて保管する

などの方法が考えられる。

(3)学校種ごとの携帯電話の取扱いについて

以上の観点から、本有識者会議では、児童生徒への携帯電言舌の普及が進む状況や近

年の自然災害や犯罪の発生等を踏まえ、登下校時の緊急時の連絡手段 として、携帯電

話を活用するとい う視′点からくまず、現状各学校種において、携帯電話を登下校時の

緊急時の連絡手段 として活用する状況にあるのかどうか、

①児童生徒への携帯電話の普及状況

②通学区域の状況等による安否確認の必要性

につし`て、とアリング内容 暢町添参照)も踏まえつつ、平成 21年通知の再検討を行つ

たも

その上で、学校への携帯電話の持込みには、様々な トラブルや課題 といつた負の影

響も指摘されるところ、これ らトラプル と課題への対策、すなわち、持込みを認める

場合の留意事項について検討 した。

(ア)小学校

小学生のスマー トフォン・携帯電話の所有・利用率は、平成 29年度において、

56.5%である (内閣府「平成 30年度青少年のインターネット利用繋境実態調査幸R告

書」 (以下、「実態調査報告書」とい う))。 また、小学校の通学距離は、法令上、お

おむね4キ ロメー トル以内とされてお り (義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等

に関する携律施行令 (以下、「義務法施行令」とい う。)第 4条第 1項第 2号 )、 ヒア

リングにおいても、地域差はあるものの、登下校に当たつてさほど長い距離や時間

がかかるわけではないとの指摘があった。

このような状況に鑑みれば、小学校における、学校への児童の携帯電話の持込み

については、引き続き原則禁止 とすることが妥拳と考えられる。

ただし、従前通 り、次のような場合には、例外的に持込みを認めることも考えら

れる。具体的には、例えば、養下校時の児童の安全確保や遠距離通学、公共交通機

関を利用した通学のためなど、携帯電話を緊急時の連絡手段とせざるを得ない場合

その他やむを得ない事情がある場合には、保護者がら学校長に対 し、児童による携

帯電話 (例 えば(子供向け携帯電話やフィルタリングによる機能の制限を設けた携

帯電話など)の学校への持込みの許可を申請させるなど、例外的に持込みを認める

ことも考えられる。このような場合には、校内での使用を禁止 した り、挫校後に学

校で一時的に預かり下校時に返去「したりするなど、学校での教育活動に支障がない

よう配慮する必要がある。

(イ )中学校

中学生のスマー トフォン t携帯電話の所有・利用率は、平成 29年度において、
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66.7%である (実態調査報告)。 また、中学校の通学距離は、法令上、おおむね 6キ
ロメー トル以内とされている (義務法施行令第 4粂第 1項第 2号 )。 ヒアリングにお
いては、通学に当たっての距離や時間について、学校によっては、学区の域外から

通学する生徒も数人程度在籍 しているものの、多くの生徒については、登下校に当

たつてそこまでI・巨離や時間はかからないとの指摘があった。
一方、原則禁止だった平成 21年 と比べて環境は変化 し、スマィ トフォン・携帯電

話の所有・利用率は上昇 している。特に中学生については、携帯電話 (スマー トフ

ォンを除く)の所有・利用率と、インターネットが使用できるスマー トフォンの所
有。利用率が近い値であることが待徴である。この点、スマー トラ丼ンを介してめ、
インターネジトの使用に関連した トラブルの発生ジスクも、小学生と比較して高い

と考えられるb    ―

また、中学校については、部活動に参カロする生徒が多いため、小学校と比較して、

帰宅時間が遅くなる点も考慮する必要がある。実態として、ヒアリングにおいて、
平成 21年通知に沿つて原則禁止としている学校も見られる一方、現行既に許可し

ている学校もあるとの指摘もあつた。

このような状況に鑢みれば、中学校における、学校への生徒の携帯電話の持込み
については、持込みを原則禁止としつつも、一定の条件のもと、持込みを認めるこ

とが妥当と考えられる。

具体的には、例えば、携帯電話を登下校時の緊急時の連絡手段として活用したい

ととヽつた保護者の要望があることなどを理由に、学校xは教育委員会として持込み
を認める場合、一定の条件として、学校と生徒・保護者との間で以下の事項につい

て合意がなされ、必要な環境の整備や措置が講じられていることが求められるЬ持

込みを認める場合は、校内での使用を禁上したり、登校後に学校で一時的に預かり

下校R寺に返去日したりするなど、学校での教育活動に支障がないよう西己慮する必要が

ある。                                .
任}生徒が自らを律することができるようなルールを、学校のほか、生徒や保護者

が主体的に考え、協力して作る機会を設けること

121 学校における管理方法や、紛失等の トラブルが発生した場合の費任の所在が明

確にされていること

131 フィルタリングが保護者の資任のもとで適切に設定されている
・
こと

14)携帯電話の危険性や革しい使い方に関する指導が学校及び家庭において適切
に行われていること

(ウ )高等学校

高校生のスマー トフォン・携帯電話の所有・利用率は、平成 29年度において、
97.1%で ある (実態調査報告)。 また、高等学校における通学呂巨離は、ぃアリングに

おいて、広範囲にわたることが指摘された。

一方、生徒が授業に専念する観点から(携帯電話は、学校における教育活動 (※

教育活動を目的とした lcT機器の持込みの場合は除く。)に直接必要のない物であ
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るとの考え方は、依然有効であると考えられる。

このような状況に鑑みれば、高等学校における、学校への生徒の携帯翻話の持込

みについては、引き続き従前通り、教育活動に支障がないよう酉己慮することを前提

に、各学校において適切に定めることが妥当と考えられる。

(工 )特別支援学校「

特別支援学校の児童生徒に限った携帯電話の所有・利用率は不明であるが、ヒア

リングでは、学校への携帯電話の持込みに関して、特別支援学校については、従来

児童生徒や保護者のほか、学校としても、児童生徒の障害への対応等の観点から、

携帯電話の必要性が高く、携帯電話については各学校でそれぞれ取扱いを定めてい

る実態があるとの指摘がなされた。また、通学区域も各児童生徒で異なり、その艦H

離や時間も様々であるとのことであった。

このような状況に鑑みれば、特別支援学校における、学校への児童生徒の携帯電

話の持込みについては、引き統き従前通りt各学校において定めることが妥当と考

えられる。その際、学校での教育活動に支障がないよう配慮する必要があるよ

3,おわりに

上記の通り、児童生徒の登下校時の緊急時の連絡手段として携帯電話を学校に持込む

場合の取扱い等について、学校及び教育委員会の取組の基本とすべき事項を示した。
一方(実際には、児童生徒数や通学範囲、児童生徒の状況、設置する学校数、地域と

の連携など各地域の実態は様々である。各学校及び教育委員会においては、それぞれの

学校における携帯電話の取扱い等について、上記の基本的な事項を踏まえつつ、各地域

の実態に応じて適切に定めることが求められる。

その際、学校や教育委員会内にとどまらず、児童生徒や保護者を何らかの形で議論に

参力日させることで、学校への携帯電話の持込みについて、それぞれが主体的に考える機

会を設け、地域社会全体で議論を行い、学校や教育委員会(児童生徒、保護者との間で

共通理解を深めていくことが重要である。その際、児童生徒が話し合う機会を設けたり、

PTAにアンケ∵ 卜をしたりするなど、議論の活性化のための工夫が求められる。

すなわち、学校

^の
携帯電話の持込みについて検討する場合には、学校や教育委員会、

児童生徒、保護者それぞれが自分ごととして、その在り方を捉え、意識を高めていくこ

とが重要である。そうすることで、ルールを自分たちのものとしてとらえて自主的に守
つていこうとする素地が醸成されていくものと考えられる。

0参考資料 :「学校における携帯電話の取扱い等に関する調査」結果
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別添

「学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議」ヒアリング内容 (概要)

学校における携帯電話の取扱い等に関する検討に当たって、関係者からとアジングを

行つた。

(1)携帯電話の持込みを認めている学校からのとアリング内容
持込みを認めた場合の取扱い等の検討の参考にするため、携帯電話の持込みについ

て取組が進んでいる高等学校からヒアヅングを行った。以下はオ既要の報告である。
O 持込みに当たつての条件やルールを設定した上で、持込みを認めている。その際、
十保護者等から当該ルールに従う旨の同意書の提出を求めている。
O 学校として、当該ルールに沿らて、携帯電話の危険性や正しい使い方について、
生徒を指導したり、外部専門家を招き、携帯電話の安全に関する教室を開催したり

するなどしている。

O 学校内における管理方法について、教員の指示がある場合を除き、生徒が自分の

鞄の中に保管するようにさせている。

O 学校内における管理方法について、学校が保管用バ ッグを用意 し管理 している。

O 学校内では学校が預かり、放課後に返却する一方で、取 り違えや破損等について

は、あくまで保護者の費任として、学校は一切責任を負わないこととしている。

① 持込みに当たっての課題 として、教員の指示外での携帯電話の使用や、歩きスマ

ホ、SNSへの不適切な書き込み、スマホ依存といった課題がある。

(2)教育関係団体からのヒアリンゲ内容

教育関係団体からとアリングを行った。以下は概要の報告である。

(小学校について)

O ほとんどの小学校で原則持込みを禁止 しているが、保護者からの児童の登下校時

の所在確認をしたいとの希望で認める場合がある。その際、以下の点等を条件とす

ることが多い。
,紛失や トラブル等について、学校は対応 しないこと
,校内ではラン ドセル等に保管し、持ち出さないこと
。音が鳴らないように設定しておくこと  ′

・養下校の際に持ち出さないこと

O 小学生に学校への携帯電話の持込みを認める場合の課題 として、そもそも小学生

の携帯電話の所有率が他学校種 と比較 して高くないこと (5&5% ※平成 29年度内

閣府「青少年のインターネット利用率実態謝査」)のほか、持込みを認めることで、
携帯電話の所有を推奨していると捉えられ、所有していない児童の保護者の経済的
負担が発生し得ること、登下校中の歩きスマホによる交通事故等の恐れ、SNSに係
るトラブルの増力日等が考えられる。
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O また、これ らの トラブルや校内の携帯電話の取扱い等に関するルエル違反等につ

いて、家庭の賣任を明らかにしていても、校内や登下校時に発生する問題について

は学校に相談が寄せられることは避けられず、学校の教育活動に影響が生じ得る。

O 携帯電話は、各家庭がその方針のもとに購入 し,、 保護者の責任におぃてその取扱

いを指導すべきものであり、また子供の発達段階を勘案しても、現段階では原則禁

止 との従来の方針が妥当である。

(中学校について)        1
0 令和元年 7月 に全国の中学校に対し実施 した抽出のアンケー ト調査によれば、学

校への携幣電話の持込みについて、「100%持 ち込みは認めていない」学校が 44%、

「原則禁止だが理由によって下定期間認めている」学校が 44%(「年間を通して条

件付きで認めている」学校が 12%。 「100%持ち込みを認めている」学校が ら69校の

うちの 1校だけであつた。

O 中学生に学校への携帯電話の持込みを認める場合の課題 として LヽINE等の無料通

話アプジに関する トラブル、ネ ット上の書き込み、携帯電話への過度の依存、ネッ

トいじめ等がある。また、周囲
`〆

♪大人が把握 し切れないはどの広域 fノ)人的つながり
′
ができてしまい、学校が↓巴!屋するのが困難な状況もある。

0 このため、学校における対策 としては、学校への持込みを原則禁止とする (9割

以上の学校で実施)ほか、生徒向けの情報モラル教育の推進、保護者向けの啓発教

室等を開催 している。        :
O また、持込みを認めた場合、授業風景等を盗撮 し、インターネット上で流すこと

,が起こり得ることや、教員は日常的に紛失や盗難等への対応に苦慮すること、盗撮

や SNSの投稿に注意を払わなければいけないこと、授業妨害やテス ト中のメール交

換への対応に労力を要することとなり、教員のイ霞力き方改革の流れに逆行 しかねない。

O 本有識者会議における学校における携帯電話の取扱い等の見直しに当たつては、

学校と保護者の共通理解を図る観点から、保護者の責任に関する基本的な考えを明

確に位置付けることや、中学校の実態や指導方針には差が見られることから、一律

に決めるのではなく学校や教育委員会の主体性を尊重するなどしてはしい。

① こうした点を踏まえ、学校今の携帯電話の持込みについては、現時点で認めるの

は時期尚早である。

(高等学校について)

O 高等学校において携帯電話の持込みを可能としている場合の主な理由はt保護者

等との緊急連絡のためである。例えば、高校の場合、学校と生徒の自宅との距離は

広範囲にわたり、通学にも電車等様々な公共交通機関を使用している。実際に電車

が運体した場合に家族に連絡をとったり、登下校中に交通事故や不審者に遭遇した

場合、一緒に登校している生徒たちが警察や学校にすぐ連絡したりできるよう、緊

急連絡のために持込みを認めている。

○ 持込みに当たっての条件やルールとしては、授業中に許可なく利用しない (休み
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時間のみ利用可能)、 校内で充電しない、登校した際に担任に預ける、校内の脱―F二

に接続しないなどが決められている。違反した場合、1回 目は担任が一時的に預か
り、保護者へ連絡し、違反が2回あった場合、それ以降は担任が預かうた上で、保
護者が受け取りに来るようにしている学校もある。

O 課題としては、ネットヘの書き込みや画イ象の無断投稿が挙げられる。こうしたト
ラブルが起きないように、外部講師による携帯教室を開催するなど、学校として携
帯電話の利用方法について指導している。その他、ゃはり生徒の利用に当たちて、
保護者の協力が必要であつたり、機器の進化が早く学校として対応が困難な場合も
ある。

O 持込みを可能としている場合の学校での保管方法としては、多くの場合、生徒自
身が鞄等に入れて保管している。体育の授業など移動授業の際には、鍵付きのとッ
カーに入れている。また、登校時に担任に預けて、下校時に返却する学校もあると

(特別支援学校について〕

O 特別支援学校において児童生徒の携帯電話の持込みを認めている場合の理由と
して、通学時の必要性、緊急時・災害時の必要‖生、企業訪問 。現場実習における必

要性、家庭や学校との連絡手段、GPS機能の有効活用がある。その場合T♪持込みの
ルールとしては、例えば、壁校時に教員が予貞かり下校日寺に返却することや、届出制、
保護者からの同意書を提出させるなどしている。なお(生徒や保護者からの持込み
に関する要望は多い。

○ 持込みを認める場合の教育活動や生徒指導への影響として、校内や校外での紛失
や盗難、SNSの利用等によるいじめ等のトラブルの発生 (不登校や精ネ申疾患等)が
想定される。課題として、所持・使用に関するルールの徹底、家庭との共通理解、
学校内での管理方法 (教員が預かる場合、または自己管理の場合)、 携帯電話による
トラブルについての共日識・理解が挙げられる。

O 携帯電話に関するトラブルとして、sNSの利用に起因するトラブル (い じめ、画
像の流出等)、 携帯電話への依存等があるが、その対応として、まずは、状況を把握
し、全体指導と個別指導を併せて行 う、また未然防止策として、警察署や携帯電話

会社と連才乃往したり、家庭への協力を求めたりするなどしている。    i

(市町村教育委員会について)

O 学校における携帯電話め持込みに関する現状について、多くの市町村教育委員会
が、携帯電話の小・中学校への持込みは、原則禁止としているが、特別な場合、保

護者との協議を行った上で許可している。また、緊急時の児童生徒に係る保護者ヘ

の連絡等は、一斉メールを使っているので、不都合は生じていないと話す教育委員
会もあった。現状、学校への携帯電話の持込みの原則禁止を解く必要性は低いのお
|まないか。

O 一方、小・中学校今の携帯電話等の持込みについて、保護者からの持込みの要請
がある教育委員会と要請のない教育委員会があり、一部の教育委員会からは、原則
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禁止から、教育委員会の実情に応 じて柔軟に対応することと修正 してはどうかとの

意見もあつた。

(都道府県教育委員会について)

O 小中学校における携帯電話の持込みについて、域内の市町村の 9割が
'原

則禁止

だが申請により許可」という内容のガイ ドラインを策定していると

O 市町村が策定したガイ ドラインの内容を踏まえ、保護者や児童生徒がメリット・

デメリットを冷静に判断して携帯電話を持ち込むか決定しているため、教育活動に

特段の支障は生じていない。

O 学校における携帯電話の取扱いのルールを定めるにあたつては、携帯電話やネッ

トとの向き合い方 。活用方法について(保護者や児童生徒が主体的に考え、議論す

ることを促すことが重要こ

(3)保護者団体からのヒアリング内容

保護者団体からとアジングを行つた。以下は概要の報告である。

O 学校における携帯電話の取扱いについて、全国の協議会にアンケ甘 卜調査を行つ

た結果、学校の管理負担を考えた場合、子サ与韓電話という機器自体が高価であるとい

ったことなども踏まえ(学校今の持込みを認めるのはなかなか難しいのではないか

といつた意見があうた。また、子供たちによるSNS等の利用によって、個人情報の

漏えいや画像の流出、いじめ等の トラブルにつながる恐れも大きくなるのではない

か、携帯電話の所有者群と非所有者群に分離してしまって、その間に格差が発生し

てしまうのではないかといった懸念もあつた。そもそも保護者♂)ニーズもあまり高

くないということから、持込みについて積極的な意見は少なかった。

O 仮に学校内では管理ができたとしても、登下校中の使用についてまでは学校の教

員も指導が及ばない面があるところ、保護者と児童生徒双方の理解やリテラン‐が

もう少し成熱して来なければ、現段階では公立小・中学校で学校への携帯電話の持

込みを認めることは難しいのではないか。

O ただし、あくまで現段階の話であり、将来的には学校への携帯電話の持込みも当

たり前になるということも予想されるところ、今必要ないから議論しないのではな

く、そのときに備え、議論を糸性続していくことは必要ではないか。

(4)携帯電話やインターネットの利用環境の観点からのヒアリング

携帯電話やインタ■ネットの利用環境に関して専門的知見を有する団体からとア

リングを行つた。以下は概要の報告である。

O 学校が撓帯電話を一時的に預かる場合、その問に連絡ができず トラブルに巻き込

まれたときや、破損、紛失、盗難等が起きたときはどうするかなどについて、児童

生徒、保護者〔教員、教育委員会等の間でルールを決めておくことが必要。

O 学校における携帯電話の保管方法については、児童生徒自身が革色の中で保管し、

移動教室時は教室を施錠する方法や、鍵付きのロッカーを用意する方法等がある。
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○ 学校に持ち込めるのは特定の設定 (年齢に応じたアィルタリングによる機能の制
限等)を設けている携帯電話のみとするなど、各学校統一のルールを作ることが重
要。

O 持込みのルールを守ることができるか判断する試験期間を設けt守れない場合は
持込みを一時的に止めてルール等を再検討するという方法もある。

O 携帯電話を緊急時の連絡手段とする前提として、緊急時に児童生徒や保護者の携
帯電話に連絡を送ることのできる緊急連絡体制を地域単位で構築しておく必要が

ある。

① 児童生徒や保護者のための携帯電話の取扱い等に関する基本的なマ手畢アルが
あるとよい。

(5)児童生徒の健康画等の観点からのヒアリング
(ア )ユ乃磁帯電話が発する電磁波の人体への影響について専F写 的知見を有する団体から
|ア リングを行った。以下は概要の報告である。
○ 携帯電話からの電波ばく露の生体への影響については、熱的な影響 (深部体温
の上昇、白内障のリネク)のみが科学的に立諏されている。

① 政府は電波防護指針 (電波法で法制化)によって、これらの影響が生じないよ
う、十分な安全率 (50倍)を設けている。

O ll町0に よれば、これまで20年以上にわたって多数の研寮が行われてきたが、携
: 帯電話の使用を原因とするいかなる健康影響も確認されていない。
○ 総務省の生体電磁環境に関する検討会においても、電波が人体に与える長期的
影響の存在を示す、確かな科学的証拠は発見されていないと報告された。

(イ )児童生徒の携帯電話⌒の依存について専門的女日見を有する団体からとアジング
を行った。以下は概要の報告である。

O スマー トフォンの所持率について、小学生では少数派だが、中学生では半数以
上、高校生ではほとんどが所持している。

O インターネットヘの依存度について、中学生では半数が(高校生では半数以上
が問題使用または依存疑いレベルに達している。

O インターネットヘの依存度が高いほど、進級率が低く、精神状態が悪くなると
ともに、H垂眠の質や量が低下している。

O 学校における携帯電話の持込みを認めた場合、オンターネットから離れること
のできる賛重な場が失われ、児童生徒のイ

マンタ▼ネットヘの依存度が高まる可能
性がある。
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